
市民が主役
自治基本条例

川崎市自治基本条例は、
市民が主役の市民自治を確立するため、

自治の基本理念を明らかにし、
自治を営むための３つの基本原則

を定めています。

川崎市自治基本条例
2005（平成17）年4月1日施行

◎お問い合わせ先
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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電話 044－200－2168　FAX 044－200－3800　E-mail 20ziti@city.kawasaki.jp
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